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市川市条例第  号 

市川市使用料条例等の一部を改正する条例 

（市川市使用料条例の一部改正） 

第１条 市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）の一部を次のように改

正する。 

  第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

 ⑴ 消費税等加算率 １に次に掲げる率を加算した率をいう。 

ア 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する率 

イ アに掲げる率に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の

８３に規定する率を乗じて得た率 

 ⑵ 市民等 公の施設を使用するもので、次のいずれかに該当するものを

いう。ただし、営利を目的とする事業を行うものを除く。 

ア 本市に住所を有し、勤務し、又は通学する者 

イ その構成する者の半数以上がアに掲げる者である団体（法人を除く。） 

 ウ 市内に事務所又は事業所を有する法人 



⑶ 市民等以外の者 公の施設を使用するもので、市民等以外のものをい

う。 

第２条第１項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率」に改め、同項

各号を次のように改める。 

⑴ 公民館 別表第１ 

⑵ 勤労福祉センター 別表第２ 

⑶ 斎場 別表第３ 

⑷ 霊園 別表第４ 

⑸ 都市公園 別表第５ 

⑹ 市民体育館 別表第６ 

⑺ 少年自然の家 別表第７ 

⑻ 市民プール 別表第８ 

⑼ 市民談話室 別表第９ 

⑽ 男女共同参画センター 別表第１０ 

⑾ 文学ミュージアム 別表第１１ 

⑿ 中国分スポーツ広場 別表第１２ 

⒀ 東山魁夷記念館 別表第１３ 

⒁ 地域ふれあい館 別表第１４ 

⒂ アイ・リンクセンター 別表第１５ 

⒃ アイ・リンクタウン展望施設 別表第１６ 

第２条第３項中「別表第４」を「別表第３」に、「別表第５」を「別表第

４」に改め、同条第４項第１号中「別表第２１」を「別表第１７」に改め、

同項第２号中「別表第２２」を「別表第１８」に改め、同項第３号中「別表

第２３」を「別表第１９」に改め、同項第４号中「別表第２４」を「別表第

２０」に改める。 

第３条第１項第２号及び第３号並びに第２項中「１００分の１０８」を「消

費税等加算率」に改める。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加え



る。 

  （経過措置） 

第７条 消費税法及び地方税法の改正により消費税法第２９条に規定する税

率及び地方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変

更された消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及

び地方税法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

別表第１から別表第２０までを別紙のように改める。 

別表第２１から別表第２４までを削る。 

（市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第２条 市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例（平

成１６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項の表を次のように改める。 

区 分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第１集会室 ５６０円 １,１２０円 

第２集会室 ６７０円 １,３５０円 

備考 「市民等」とは、市川市使用料条例第１条の２第２号に規定する

市民等をいい、「市民等以外の者」とは、同条第３号に規定する市民等

以外の者をいう。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。ただし、第１条中市川

市使用料条例第１条の次に１条を加える改正規定（第１条の２第２号及び第

３号に係る部分を除く。）、同条例第２条第１項の改正規定（「１００分の   

１０８」を「消費税等加算率」に改める部分に限る。）、同条例第３条の改正

規定及び同条例第８条を同条例第９条とし、同条例第７条を同条例第８条と

し、同条例第６条の次に１条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 



 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の市川市使用料条例第２条及び別表の規定は、

平成２７年４月１日（以下「適用日」という。）以後の公の施設の使用に係る

使用料であって、平成２６年１０月１日（以下「施行日」という。）以後に使

用の許可の申請があったものについて適用し、適用日前の公の施設の使用に

係る使用料及び施行日前に使用の許可の申請があった公の施設の使用に係る

使用料については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及

び管理に関する条例第１５条第１項の規定は、適用日以後の市川市急病診療・

ふれあいセンター集会室の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用の

許可の申請があったものについて適用し、適用日前の市川市急病診療・ふれ

あいセンター集会室の使用に係る使用料及び施行日前に使用の許可の申請が

あった市川市急病診療・ふれあいセンター集会室の使用に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。 

 

  



 

別表第１ 公民館使用料 

 中央公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 和 室 ９０円 １９０円 

第 ２ 和 室 ９０円 １９０円 

第 ３ 和 室 １２０円 ２４０円 

第 ４ 和 室 １００円 ２１０円 

第 ５ 和 室 ４１０円 ８２０円 

第 １ 会 議 室 ５９０円 １,１９０円 

第 ２ 会 議 室 ２７０円 ５５０円 

第 ３ 会 議 室 ２５０円 ５００円 

茶 室 ２３０円 ４７０円 

 西部公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

研 修 室 ５２０円 １,０５０円 

第 １ 会 議 室 ３６０円 ７２０円 

第 ２ 会 議 室 ２９０円 ５８０円 

第 ３ 会 議 室 １９０円 ３９０円 

第 ４ 会 議 室 １２０円 ２５０円 

工 芸 室 ２１０円 ４３０円 

第 １ 和 室 ５２０円 １,０５０円 

第 ２ 和 室 ３５０円 ７００円 

茶 室 １８０円 ３６０円 

調 理 実 習 室 ５１０円 １,０２０円 

体 育 館 ２,４５０円 ４,９００円 



 行徳公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 会 議 室 １８０円 ３６０円 

第 ２ 会 議 室 ２１０円 ４２０円 

第 ３ 会 議 室 ２１０円 ４２０円 

多 目 的 ホ ー ル ７００円 １,４００円 

第 １ 研 修 室 ４４０円 ８９０円 

第 ２ 研 修 室 ５１０円 １,０２０円 

第 ３ 研 修 室 ２３０円 ４７０円 

第 ４ 研 修 室 ４５０円 ９１０円 

第 ５ 研 修 室 ４３０円 ８６０円 

レ ク リ エ ー シ ョ ン ホ ー ル １,６５０円 ３,３１０円 

調 理 実 習 室 ７００円 １,４００円 

第 １ 和 室 ４６０円 ９２０円 

第 ２ 和 室 ４６０円 ９２０円 

第 １ 学 習 室 ４５０円 ９１０円 

第 ２ 学 習 室 ４５０円 ９１０円 

第 ３ 学 習 室 ４５０円 ９１０円 

第 ４ 学 習 室 ４３０円 ８６０円 

第 ５ 学 習 室 ２６０円 ５２０円 

第 ６ 学 習 室 ４９０円 ９８０円 

茶 室 ２９０円 ５９０円 

 鬼高公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 



研 修 室 ２９０円 ５９０円 

会 議 室 １７０円 ３５０円 

大 会 議 室 ７００円 １,４１０円 

第 １ 和 室 １４０円 ２９０円 

第 ２ 和 室 １１０円 ２３０円 

第 ３ 和 室 １１０円 ２３０円 

東部公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 研 修 室 ４３０円 ８７０円 

第 ２ 研 修 室 ２６０円 ５３０円 

第 ３ 研 修 室 ２４０円 ４９０円 

第 １ 会 議 室 ２５０円 ５００円 

第 ２ 会 議 室 １７０円 ３５０円 

第 １ 和 室 ２９０円 ５９０円 

第 ２ 和 室 ２９０円 ５９０円 

第 ３ 和 室 ３５０円 ７００円 

視 聴 覚 室 ７３０円 １,４７０円 

実 習 室 ４００円 ８００円 

レ ク リ エ ー シ ョ ン ホ ー ル ２,６００円 ５,２００円 

 本行徳公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

会 議 室 ４７０円 ９４０円 

和 室 １８０円 ３７０円 

研 修 室 ３５０円 ７１０円 



 柏井公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 会 議 室 １３０円 ２７０円 

第 ２ 会 議 室 ２００円 ４００円 

第 ３ 会 議 室 ２２０円 ４５０円 

調 理 実 習 室 ４１０円 ８３０円 

視 聴 覚 室 ５６０円 １,１３０円 

 市川駅南公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 研 修 室 ５７０円 １,１５０円 

第 ２ 研 修 室 ３５０円 ７００円 

第 ３ 研 修 室 ３７０円 ７４０円 

視 聴 覚 室 ９２０円 １,８５０円 

会 議 室 ３２０円 ６５０円 

和 室 ３３０円 ６６０円 

調 理 実 習 室 ５８０円 １,１６０円 

レ ク リ エ ー シ ョ ン ホ ー ル ２,８９０円 ５,７９０円 

 大野公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 研 修 室 ３２０円 ６５０円 

第 ２ 研 修 室 ４００円 ８００円 

第 ３ 研 修 室 ３００円 ６００円 

第 ４ 研 修 室 ４００円 ８００円 



第 ５ 研 修 室 ２４０円 ４８０円 

視 聴 覚 室 ６３０円 １,２７０円 

調 理 実 習 室 ４７０円 ９５０円 

和 室 ２３０円 ４６０円 

多 目 的 ホ ー ル ６８０円 １,３６０円 

 信篤公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

研 修 室 ４７０円 ９４０円 

視 聴 覚 室 ７１０円 １,４２０円 

調 理 実 習 室 ４３０円 ８７０円 

第 １ 会 議 室 ３７０円 ７４０円 

第 ２ 会 議 室 １,０９０円 ２,１９０円 

第 ３ 会 議 室 ３１０円 ６２０円 

第 １ 和 室 ２３０円 ４７０円 

第 ２ 和 室 ２３０円 ４７０円 

第 ３ 和 室 ３１０円 ６２０円 

 曽谷公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 研 修 室 ５２０円 １,０５０円 

第 ２ 研 修 室 ５２０円 １,０５０円 

第 ３ 研 修 室 ５２０円 １,０５０円 

会 議 室 １,０５０円 ２,１００円 

視 聴 覚 室 １,０５０円 ２,１００円 

第 １ 和 室 ３５０円 ７１０円 

 



第 ２ 和 室 ３５０円 ７１０円 

調 理 実 習 室 ３５０円 ７００円 

レ ク リ エ ー シ ョ ン ホ ー ル ３,２２０円 ６,４５０円 

  弓 

  道 

  場 

貸切りの場合 
一 般 ２,２５０円 ５,４８０円 

学 生 １,１２０円 ２,７４０円 

貸切りでない

場合 

一 般
１人につき    

４５０円 

１人につき    

１,０９０円 

学 生
１人につき    

２２０円 

１人につき    

５４０円 

 若宮公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 和 室 １４０円 ２９０円 

第 ２ 和 室 １３０円 ２６０円 

第 １ 研 修 室 ２３０円 ４６０円 

第 ２ 研 修 室 ２３０円 ４６０円 

会 議 室 ６７０円 １,３５０円 

調 理 実 習 室 ３５０円 ７００円 

 幸公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 研 修 室 ２５０円 ５１０円 

第 ２ 研 修 室 ２５０円 ５１０円 

会 議 室 ６９０円 １,３９０円 

調 理 実 習 室 ４１０円 ８３０円 

 南行徳公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 



展 示 室 ５８０円 １,１７０円 

第 １ 会 議 室 ３１０円 ６３０円 

第 ２ 会 議 室 ５４０円 １,０９０円 

第 １ 和 室 １１０円 ２３０円 

第 ２ 和 室 １４０円 ２８０円 

視 聴 覚 室 １,０００円 ２,０００円 

調 理 実 習 室 ５８０円 １,１７０円 

第 １ 研 修 室 ３２０円 ６５０円 

第 ２ 研 修 室 ３２０円 ６５０円 

工 芸 室 ４５０円 ９００円 

多 目 的 ホ ー ル ２,５５０円 ５,１１０円 

 市川公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 研 修 室 ２６０円 ５２０円 

第 ２ 研 修 室 ３３０円 ６６０円 

第 ３ 研 修 室 ３４０円 ６８０円 

工 芸 室 ５４０円 １,０９０円 

調 理 実 習 室 ５２０円 １,０４０円 

第 １ 会 議 室 ５２０円 １,０４０円 

第 ２ 会 議 室 ３８０円 ７６０円 

第 ３ 会 議 室 ３４０円 ６９０円 

第 １ 和 室 ５３０円 １,０７０円 

第 ２ 和 室 ３４０円 ６８０円 

第 ３ 和 室 ２６０円 ５２０円 

視 聴 覚 室 ７２０円 １,４５０円 

多 目 的 ホ ー ル ９３０円 １,８７０円 



 菅野公民館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

和 室 ２００円 ４００円 

第 １ 学 習 室 ２６０円 ５２０円 

第 ２ 学 習 室 ２６０円 ５２０円 

第 ３ 学 習 室 ２６０円 ５２０円 

多 目 的 ホ ー ル ６２０円 １,２５０円 

 

 



 

別表第２ 勤労福祉センター使用料 

 勤労福祉センター施設使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 会 議 室 ３１０円 ６２０円 

第 ２ 会 議 室 ５２０円 １,０５０円 

第 ３ 会 議 室 １５０円 ３００円 

第 ４ 会 議 室 ３１０円 ６３０円 

大 会 議 室 １,５６０円 ３,４１０円 

会 議 ・ 調 理 室 ２２０円 ４４０円 

第 １ 研 修 室 １３０円 ２７０円 

第 ２ 研 修 室 ２１０円 ４２０円 

和 室 １５０円 ３１０円 

茶 室 １６０円 ３３０円 

集 会 室 ２４０円 ４９０円 

講 習 室 １５０円 ３００円 

調 理 室 ３４０円 ６８０円 

体 育 室 ８７０円 １,７５０円 

体 育 館 ２,５６０円 ５,１２０円 

 勤労福祉センター備品使用料 

放 送 装 置
１時間当たりの額 

１式につき         １００円 

金 び ょ う ぶ

１日当たりの額 

１双につき        １,０００円 



 勤労福祉センター分館施設使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

第 １ 会 議 室 ２５０円 ５００円 

第 ２ 会 議 室 ３７０円 ７５０円 

第 ３ 会 議 室 １２０円 ２５０円 

第 ４ 会 議 室 １２０円 ２５０円 

大 会 議 室 １,０５０円 ３,２６０円 

第 １ 和 室 １８０円 ３６０円 

第 ２ 和 室 ９０円 １８０円 

 勤労福祉センター分館備品使用料 

放 送 装 置
１時間当たりの額 

１式につき         １００円 

 

 



 

別表第３ 斎場使用料 

 火葬料 

区   分 単 位
火葬料の額 

市内に居住する場合 市外に居住する場合

年齢が１５歳以上の 

遺体 
１ 体 ６,７５０円 ５０,０００円 

年齢が１５歳未満の 

遺体 
１ 体 ４,７２０円 ３４,０００円 

死 産 児 １ 体 ３,３７０円 １５,０００円 

改 葬 遺 骨 １ 件 ３,３７０円 １５,０００円 

外科手術、事故等に

よる四肢等 
１ 件 ３,３７０円 １５,０００円 

 式場使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市内に居住する場合 市外に居住する場合

第 １ 式 場 ９,４７０円 １８,９４０円 

第 ２ 式 場 ４,２８０円 ８,５６０円 

第 ３ 式 場 ６,３９０円 １２,７９０円 

 設備使用料 

区   分 単 位
単位当たりの額 

市内に居住する場合 市外に居住する場合

霊きゅう自

動車 

バ ン 型 
１ 回

４,０００円 ８,０００円 

宮 型 ８,０００円 １６,０００円 

祭 壇 
３ 段 式 

１ 式
５,０００円 １５,０００円 

４ 段 式 １８,０００円 ５４,０００円 

備考 「市内に居住する場合」とは、使用の許可を受けたものが市内に居

住している場合又は故人が死亡時に市内に居住していた場合をいい、「市

外に居住する場合」とは、それ以外の場合をいう。



 

別表第４ 霊園使用料 

 一般墓地使用料 

１ 平 方 メ ー ト ル 当 た り の 額 ３３３,０００円 

備考 返還された一般墓地に係る使用料は、この表の定める額に１００分

の９０を乗じて得た額とする。 

霊園管理料 

１ 平 方 メ ー ト ル 当 た り の 額 １年につき          １,０３０円 
 

備考 霊園管理料は、一般墓地使用者から徴収する。 

 合葬式墓地使用料 

区   分 １箇所当たりの額 

１ 体 用 の 納 骨 壇 ７１,０００円 

２ 体 用 の 納 骨 壇 １４２,０００円 

 霊堂使用料 

収 蔵 期 間 １ 年 当 た り の 額 遺骨１体につき    ５,５２０円 

  

  



別表第５ 都市公園使用料 

 野球場使用料 

区   分 

１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

一 般 １,８００円 ５,４００円 

学 生 ９００円 ２,７００円 
    

備考 興行の目的で使用するときの１時間当たりの額は、この表の市民等

の欄又は市民等以外の者の欄に定める額に１００分の２００を乗じて得

た額とする。 

陸上競技場使用料 

区   分 

１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

貸切りの場合（練

習以外の場合に限

る。） 

一 般 １,５６０円 ４,６８０円 

学 生 ７８０円 ２,３４０円 

区   分 
１回当たりの額（１人につき） 

市民等 市民等以外の者 

練習のために使用

する場合 

一 般 ２９０円 ８７０円 

学 生 １４０円 ４３０円 

備考 興行の目的で使用するときの１時間当たりの額は、この表の市民等

の欄又は市民等以外の者の欄に定める額に１００分の２００を乗じて得

た額とする。 

テニスコート使用料 

区   分 

１時間当たりの額（１面につき） 

市民等 市民等以外の者 

一 般 ６６０円 １,３３０円 

学 生 ３３０円 ６６０円 



動物園入園料 

区   分 １日当たりの額（１人につき） 

高 校 生 及 び 大 人 ４００円 

小 中 学 生 １００円 

備考 ２５人以上の団体で入園するときの１日当たりの額（１人につき）

は、この表の定める額に１００分の８０を乗じて得た額とする。 

動物園年間入園料 

区   分 １年当たりの額（１人につき） 

高 校 生 及 び 大 人 １,１５０円 

小 中 学 生 ２９０円 

動物園備品使用料 

区   分 １日当たりの額 

ベ ビ ー バ ギ ー １台につき           ５０円 

区   分 １回当たりの額 

コ イ ン ロ ッ カ ー １００円 

ミ ニ 鉄 道 １人につき          １００円 

その他の都市公園使用料 

区   分 
期間の

単 位
期間の単位当たりの額 

行商、募金その他これ

らに類する行為をする

場合 

   

１ 日

１平方メートルにつき４５円（店舗 

その他これに類する施設を設置しな 

いで行為をする場合は、１人につき 

１５０円） 

業として写真の撮影を

常時行う場合 
１ 月 写真機１台につき   １,５００円 

業として写真の撮影を

臨時に行う場合 
１ 日 写真機１台につき    ３００円 

業として映画又はビデ

オの撮影等を行う場合 
１ 時 間 １,５００円 



興行を行う場合 １ 日 １平方メートルにつき   １５円 

競技会、展示会、博覧

会その他これらに類す

るものを行う場合 

   

１ 日 １平方メートルにつき    ３円 

区   分 １月当たりの額 

公園施設を設置する場合 １平方メートルにつき  １５０円 

公園施設

を管理す

る場合 

大町公園動物園売店 ６２,９００円 

そ の 他 の 公 園 施 設 １平方メートルにつき  ７５０円 

 



 

別表第６ 市民体育館使用料 

施設使用料（貸切りの場合） 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

国

府

台

市

民

体

育

館 

第

１

体

育

館 

全面を使用す

る場合 

一 般 ６,７５０円 １３,７９０円 

学 生 ３,３７０円 ６,８９０円 

４分の３面の

みを使用する

場合 

一 般 ５,０４０円 １０,３４０円 

学 生 ２,５２０円 ５,１７０円 

２分の１面の

みを使用する

場合 

一 般 ３,３６０円 ６,８９０円 

学 生 １,６８０円 ３,４４０円 

４分の１面の

みを使用する

場合 

一 般 １,６８０円 ３,４４０円 

学 生 ８４０円 １,７２０円 

第 ２ 体 育 館 
一 般 ２,４９０円 ４,９８０円 

学 生 １,２４０円 ２,４９０円 

柔 道 場 
一 般 １,５２０円 ３,０５０円 

学 生 ７６０円 １,５２０円 

剣 道 場 
一 般 １,５２０円 ３,０５０円 

学 生 ７６０円 １,５２０円 

信 篤 市

民 体 育

館 

全面を使用す

る場合 

一 般 ３,０８０円 ６,１５０円 

学 生 １,５４０円 ３,０７０円 

２分の１面の

みを使用する

場合 

一 般 １,５４０円 ３,０７０円 

学 生 ７７０円 １,５３０円 

 

                      

第 

 

１ 

全面を使用す

る場合 

一 般 ６,７５０円 １４,２６０円 

学 生 ３,３７０円 ７,１３０円 

４分の３面の

みを使用する

場合 

一 般 ５,０４０円 １０,６９０円 

学 生 ２,５２０円 ５,３４０円 
     



  

 

 

塩

浜 

市 

民 

体 

育 

館 

体 

 

育 

 

館 

２分の１面の

みを使用する

場合 

一 般 ３,３６０円 ７,１３０円 

学 生 １,６８０円 ３,５６０円 

４分の１面の

みを使用する

場合 

一 般 １,６８０円 ３,５６０円 

学 生 ８４０円 １,７８０円 

第 ２ 体 育 館 
一 般 １,１８０円 ２,３７０円 

学 生 ５９０円 １,１８０円 

第 １ 会 議 室 ３１０円 ６３０円 

第 ２ 会 議 室 １１０円 ２３０円 

第 １ 武 道 場 
一 般 １,５４０円 ３,０８０円 

学 生 ７７０円 １,５４０円 

第 ２ 武 道 場 
一 般 １,５４０円 ３,０８０円 

学 生 ７７０円 １,５４０円 

相 撲 場 
一 般 １,３１０円 ２,６２０円 

学 生 ６５０円 １,３１０円 

テ ニ ス コ ー ト 
一 般 ６６０円 １,３３０円 

学 生 ３３０円 ６６０円 

 施設使用料（貸切りでない場合） 

区   分 
１回当たりの額（１人につき） 

市民等 市民等以外の者 

体 育 館 
一 般 ２１０円 ６３０円 

学 生 １００円 ３１０円 

ト レ ー ニ ン グ 室 
一 般 ２１０円 ６００円 

学 生 １００円 ３００円 

附帯設備使用料 

区   分 １時間当たりの額 

電 光 掲 示 板 ２００円 



放 送 設 備 ４００円 

 冷 

 暖 

 房 

国府台

市  民 

体育館 

第 １ 体 育 館 ５,０００円 

第 ２ 体 育 館 １,０００円 

柔 道 場 １,０００円 

剣 道 場 １,０００円 

塩  浜 

市  民 

体育館 

第 １ 体 育 館 ５,０００円 

第 ２ 体 育 館 １,０００円 

第 １ 武 道 場 １,０００円 

第 ２ 武 道 場 １,０００円 

相 撲 場 １,０００円 

備考 市民体育館を興行の目的で使用するときの第２条第１項の別表の規

定により算出した額は、この表の定める額に１００分の２００を乗じて

得た額とする。 

 



 

別表第７ 少年自然の家使用料 

 宿泊施設使用料 

区   分 １泊当たりの額（１人につき）

市内に居住

する者 
一 般 、 大 学 生 及 び 高 校 生 ５００円 

市外に居住

する者 

一 般 及 び 大 学 生 ３,０００円 

高校生、小中学生及び幼児 ２,２５０円 

 プラネタリウム見学料 

区   分 １回当たりの額（１人につき） 

市 内 に 居 住 す る 者 １５０円 

市 外 に 居 住 す る 者 ３００円 

備考 

１ ２５人以上の団体で見学するときの１回当たりの額（１人につき）

は、この表の定める額に１００分の８０を乗じて得た額とする。 

２ 宿泊施設を使用する者のプラネタリウム見学料は、無料とする。 

 



 

別表第８ 市民プール使用料 

区   分 １日当たりの額（１人につき） 

大 人 ７００円 

高 校 生 ４７０円 

小 中 学 生 ２３０円 

備考 ２５人以上の団体で使用するときの１日当たりの額（１人につき）は、

この表の定める額に１００分の８０を乗じて得た額とする。 

 



 

別表第９ 市民談話室使用料 

 八幡市民談話室使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

集 会 室 １ ３６０円 ８７０円 

集 会 室 ２ ２１０円 ４２０円 

集 会 室 ３ ２１０円 ４２０円 

集 会 室 ４ ８１０円 １,９８０円 

マ イ ギ ャ ラ リ ー ８１０円 １,９８０円 

 南行徳市民談話室使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

集 会 室 １ ６６０円 １,６８０円 

集 会 室 ２ ６６０円 １,６８０円 

集 会 室 ３ ６００円 １,５１０円 

集 会 室 ４ ３３０円 ９５０円 

集 会 室 ５ ５４０円 １,４００円 

集会室３、集会室４及び集

会室５を１室として使用す

る場合 

１,４７０円 ３,８６０円 

多 目 的 ホ ー ル ２,２５０円 ５,４８０円 

 

  



別表第１０ 男女共同参画センター使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

研 修 室 Ａ ３９０円 ７８０円 

研 修 室 Ｂ ６００円 １,２１０円 

研 修 室 Ｃ １７０円 ３５０円 

研 修 室 Ｄ ２５０円 ５１０円 

研 修 室 Ｅ ３９０円 ７８０円 

研 修 室 Ｆ ９３０円 １,８７０円 

研 修 ホ ー ル ２,２３０円 ４,４７０円 

第 １ 控 室 １７０円 ３４０円 

第 ２ 控 室 １００円 ２００円 

第 １ 和 室 ３２０円 ６４０円 

第 ２ 和 室 ３１０円 ６３０円 

調 理 工 房 ５５０円 １,１００円 

子 ど も ル ー ム ２９０円 ５８０円 

 

  



別表第１１ 文学ミュージアム使用料 

 施設使用料 

区   分 １時間当たりの額 

グ リ ー ン ス タ ジ オ ４,３００円 

控 室 １ ７０円 

控 室 ２ ７０円 

控 室 ３ ７０円 

ベ ル ホ ー ル １,０５０円 

文 学 研 修 室 ２２０円 

ア ナ ウ ン ス ブ ー ス ７０円 

音 楽 ス タ ジ オ １ １５０円 

音 楽 ス タ ジ オ ２ １５０円 

備考 市外に居住する者又は市外の団体がグリーンスタジオ、控室１、控

室２、控室３又はベルホールを使用するときの１時間当たりの額は、こ

の表の定める額に１００分の１２０を乗じて得た額とする。 

 附属設備使用料 

区   分 
時間等

の単位
時間等の単位当たりの額 

グリーンス

タジオ 

グ ラ ン ド ピ ア ノ １ 時 間 １台につき   ２００円 

舞 台 設 備 １ 回 １式につき  ２,０００円 

演 台 １ 回 １式につき   ７００円 

び ょ う ぶ １ 回 １双につき   ５００円 

音 響 反 射 板 １ 回 １式につき  ２,５００円 

司 会 者 台 １ 回 １式につき   ２００円 

床 シ ー ト １ 回 １式につき   ７００円 

大 型 ビ デ オ プ ロ ジ

ェクター設備 
１ 時 間 １式につき  ２,５００円 

１６ミリ映写設備 １ 時 間 １式につき   ２００円 



 ３ ５ ミ リ ス ラ イ ド

映写設備 
１ 時 間 １式につき   １００円 

ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク

ター設備 
１ 時 間 １式につき   ２００円 

撮 影 機 材 １ 時 間 １式につき   ２００円 

書 画 カ メ ラ １ 時 間 １台につき   １００円 

ベルホール 

ア ッ プ ラ イ ト ピ ア

ノ 
１ 時 間 １式につき   １５０円 

ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク

ター設備 
１ 時 間 １式につき  １,３００円 

映像メディ

ア編集室 
デ ジ タ ル 編 集 機 １ 時 間 １式につき   １００円 

アナウンス

ブース 
録 音 機 器 １ 時 間 １式につき   ２００円 

音楽スタジ

オ 

ド ラ ム セ ッ ト １ 時 間 １式につき   １００円 

デ ジ タ ル ピ ア ノ １ 時 間 １台につき   １００円 

 観覧料 

区   分 １回当たりの額 

市川市生涯学習センターの設置及

び管理に関する条例（平成６年条

例第２２号）第４条第２項第２号

に掲げる企画展示室において行う

特別の企画による展示を観覧する

場合 

１人につき１,０００円を超えない範

囲内において、市長が別に定める額。

この場合において、２５人以上の団

体で観覧するときの１回当たりの額

は、当該額に１００分の８０を乗じ

て得た額 

 

 



 

別表第１２ 中国分スポーツ広場使用料 

 施設使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

全面を使用する場合 

一 般 ２,８００円 ５,６００円 

学 生 １,４００円 ２,８００円 

２分の１面のみを使用

する場合 

一 般 １,４００円 ２,８００円 

学 生 ７００円 １,４００円 

 附属設備（照明）使用料 

区   分 １時間当たりの額 

全面を使用する場合 １,０００円 

２分の１面のみを使用する場合 ５００円 

備考 照明の使用時間に１時間未満の端数が生じた場合において、当該端

数が３０分未満であるときはこれを切り捨て、当該端数が３０分以上で

あるときはこれを１時間とする。 

 



 

別表第１３ 東山魁夷記念館使用料 

 観覧料 

区   分 １回当たりの額（１人につき） 

一 般 ４８０円 

大 学 生 及 び 高 校 生 ２４０円 

備考 

１ ２５人以上の団体で観覧するときの１回当たりの額（１人につき）

は、この表の定める額に１００分の８０を乗じて得た額とする。 

２ この表（備考１を含む。）の規定にかかわらず、特別の企画による作

品等の展示が行われているときの１回当たりの額は、１人につき   

１,５００円を超えない範囲内において、市長が別に定める額とする。 

 年間観覧料 

区   分 １年当たりの額（１人につき） 

一 般 １,９１０円 

大 学 生 及 び 高 校 生 ９６０円 

備考 この表は、特別の企画による作品等の展示が行われている場合にお

いて当該作品等を観覧するときについても適用があるものとする。 

 



 

別表第１４ 地域ふれあい館使用料 

 市川地域ふれあい館使用料 

区   分 

１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ２６０円 ５２０円 

ふ れ あ い 室 ２ １２０円 ２５０円 

 宮田地域ふれあい館使用料 

区   分 

１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ２７０円 ５４０円 

ふ れ あ い 室 ２ ３５０円 ７００円 

ふ れ あ い 室 ３ １００円 ２１０円 

ふ れ あ い 室 ４ ９０円 １９０円 

平田地域ふれあい館使用料 

区   分 

１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ２４０円 ４８０円 

ふ れ あ い 室 ２ １７０円 ３４０円 

 八幡地域ふれあい館使用料 

区   分 

１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ４５０円 ９００円 

ふ れ あ い 室 ２ ３００円 ６００円 

 本八幡地域ふれあい館使用料 



区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ２１０円 ４３０円 

ふ れ あ い 室 ２ ２９０円 ５８０円 

ふ れ あ い 室 ３ ３２０円 ６５０円 

 鬼越・鬼高地域ふれあい館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ３８０円 ７６０円 

ふ れ あ い 室 ２ ５３０円 １,０７０円 

 大野地域ふれあい館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ５４０円 １,０８０円 

ふ れ あ い 室 ２ １１０円 ２３０円 

ふ れ あ い 室 ３ １２０円 ２６０円 

奉免地域ふれあい館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ２６０円 ５２０円 

ふ れ あ い 室 ２ ２６０円 ５２０円 

行徳地域ふれあい館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 ４７０円 ９５０円 



 湊地域ふれあい館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ３８０円 ７７０円 

ふ れ あ い 室 ２ ３８０円 ７７０円 

 香取地域ふれあい館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 ４８０円 ９６０円 

富美浜地域ふれあい館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ６１０円 １,２２０円 

ふ れ あ い 室 ２ ８０円 １６０円 

 新井地域ふれあい館使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ふ れ あ い 室 １ ４８０円 ９６０円 

ふ れ あ い 室 ２ １７０円 ３５０円 

 

 



 

別表第１５ アイ・リンクセンター使用料 

区   分 
１時間当たりの額 

市民等 市民等以外の者 

ア イ ・ リ ン ク ル ー ム １ ４５０円 ９００円 

ア イ ・ リ ン ク ル ー ム ２ ４５０円 ９００円 

ア イ ・ リ ン ク ル ー ム ３ ４５０円 ９００円 

ア イ ・ リ ン ク ホ ー ル １,０９０円 ２,１８０円 

 

  



別表第１６ アイ・リンクタウン展望施設使用料 

 交流ラウンジ使用料 

１ 時 間 当 た り の 額
市民等 市民等以外の者 

３,０１０円 ６,０２０円 

備考 この表は、市川市アイ・リンクタウン展望施設の設置及び管理に関

する条例（平成２１年条例第２４号）第６条第１項ただし書の許可を受

けて交流ラウンジを使用する場合について適用する。 

 展望施設使用料 

区   分 １時間当たりの額 

興行を行う場合 

１平方メートルにつき    ４０円 物品の販売、募金その他これら

に類する行為をする場合 

業として写真の撮影を行う場合 写真機１台につき   ２,５４０円 

業として映画又はビデオの撮影

等を行う場合 
１２,９８０円 

備考 この表は、市川市アイ・リンクタウン展望施設の設置及び管理に関

する条例第６条第２項ただし書の許可を受けて同項各号に掲げる行為を

する場合について適用する。 

 



 

別表第１７ 生涯学習センター自動車駐車場使用料 

自動車１台当たりの額 
３０分までごとにつき１００円。ただし、最初の

９０分については、無料とする。 

 

  



別表第１８ 大洲防災公園自動車駐車場使用料 

自動車１台当たりの額 
３０分までごとにつき１００円。ただし、最初の

９０分については、無料とする。 

 

  



別表第１９ 東山魁夷記念館自動車駐車場使用料 

自動車１台当たりの額 

１回につき２００円。ただし、一般の区画にその

構造上駐車することができないバスその他の大型

の自動車を特別の区画に駐車する場合は、１回に

つき１,０００円とする。 

 

  



別表第２０ 広尾防災公園自動車駐車場使用料 

自動車１台当たりの額 
３０分までごとにつき１００円。ただし、最初の

９０分については、無料とする。 

 

  



理  由 

 

受益者負担の適正化を図るため公の施設の使用料の額を見直すとともに、

消費税率等の改定に合わせて使用料に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映

させる必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


